
構造木質化の推進に係る補助金について

 https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html

事業概要

詳細はHP参照

令和７年10月16日
東京都都市整備局

・構造木質化のため、国産木材を使用する
防耐火構造の大臣認定取得費用負担者に
対し、認定取得費用の一部を補助

大臣認定取得費用補助金 スプリンクラー設備等設置補助金

事業概要

・認定書が交付された認定に対し、認定取
得費用（建築基準法に定める手数料）の
２分の１補助

事業内容

延べ面積500㎡以上
の建築物に導入する
認定が対象

評価機関との事前相談

評価機関への申請

性能評価

性能評価書の交付

大臣認定書の交付

国交省への認定申請

大臣認定取得の流れ

●申請手数料の例

柱(3時間耐火) 310万円

梁(3時間耐火) 290万円

耐力壁(2時間耐火)224万円

※試験体の作成費用は対象外

・構造木質化のため、スプリンクラー設備
等を設置し内装制限の規定を適用しない
建築計画を行う建築主に対し、スプリン
クラー設備等設置費の一部を補助

事業概要

事業内容

スプリンクラー設備等を設置することにより、
国産木材による構造木質化等が可能となる床面
積が合計500㎡以上の建築物が対象
（設置義務建築物も対象）

・スプリンクラー設備等の設置にかかる費
用の２分の１補助（上限2,625万円）

（画像引用）令和元年度 木造建築技術等先導事業報告書（事例集）
令和３年度 中大規模木造普及シンポジウム 事例報告会

スプリンクラー＋機械排煙で内装制限の規定を適用しない計画事例
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